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1.  序 

ジ ャ / . バチスト・ルイ・バロ (Jean  Bapt 卜 te 

Louis Gros Ⅰ は日本とフランスが 外交関係に正式に 入 

った時の最初の 外交官であ り， 口伝交流の原   占 であ る 

と言える． 国と国との正式な 交渉の全てがここから 始 

まるわけで， グロの来日はその 意味で極めて 重要であ 

ると言わなければならない． 

筆者の知るかぎり ， グロに関する 研究は日本ではま 

だ出ていない． それはグロが 一時期の日本滞在で 条約 

締結のみを目的に 来日したことに 原因があ るが， これ 

まで日本ではグロに 関する資料が 人手しにく。 ことも 

また原因の一つであ った． 

グロに関するフランス 側の資料は， フランス覚務省 

資料 (1)  の他に 「 Dictionnaire  de  Biographie 

franoaise 」 (2),  「 Larousse  uniVersel 」 (3), 

「 Biog 「 aphie  g 色 n 奄 rale 」 (4  )  「 RecueH  des  articles  de 

1,1llustration,journaluniVersel 」 紙 (5)  などがあ る・ 

また， フランス上院の 図書・資料部 (6)  には， 

『 Souveni,s d,une  ambassade  en  Chine  et au  Japon 』 

日召 

(Le@ Marquis@ de@ Moges ， Paris ， Librairie@ de@ L   

Hachette@et@Ce ， 1860) ， [Negociations@entrela@France 

et@ la@ Chine@ en@ 1860J@ (Paris ， Librairie@ Mlitaire@ J   

Dumaine ， Librairie-Editeur@ de@ 1 ， Empereur ， 1864) 

[Europe@devant@la@ ChineJ@ (Charles@Gay ， Paris ， Hen ・ 

ri 円 on, Impr@eur-Editeur, 1859 』『 Documents  Ⅱ plo- 

matique  1860]  (Affaires  Etrang さ res, Tome  llI, Paris, 

Imprimerie  Imp さ riale,  1861  (,M  DCCCLXI)) 

『Ⅱ ctionnaire  des  Parlementaires 』 (Roberl  et 

Cougn 刀があ る，上院の資料は 特に村中国関係が 多 

ぃが ． それはフランスが 当時アジアでは 中国との関係 

にとりわけ重点を 置いていたことを 示していると 言え 

よう， 日仏 修好通商条約にしても 『天津条約』 を踏ま 

えて考察することが 肝要あ る． 

『日本覚交 史 辞典』 (7), 『幕末維新辞典』 (8 Ⅰ， 

『 洋 ，字典辞典』 (9) などにはその 名前すら見つけるこ 

とは出来ない． 筆者がグロについて 東京の日仏会館の 

月例会で報告したのは 1989 年 @ 和 64 年 ) 3 月 24 日の 

ことであ ったが，本格的に 調査を始めたのは 更に遅れ 

1990 年 ( 平成 2 年 ) からであ る． 

まずグロの出生に 関してパリの 外務省の文書館で 調 

査したところ．出生地が Evry-sur-Sejne (l0) と読め 

る ぺン 書きの資料が 出て来た．帰国後，現在刊行中の 

フランスの人名辞典 ( 東京の国立国会図書館所蔵 ) の 

「Ⅱ ctionnaire  de  B わ e 「 aphie  franCaise 」を見たところ ， 

そこには，イヴリ・ スュル ・セーヌ (Ivry-sur.Seine, 

Val.de.Marne  県 )  と書かれていた (llj.  また， フラ 

ンス上院図書・ 資料部提供の 『Ⅱ clionnaire  des 

Parlementaires 』 (RobertetCougn りにも「 IVry-sur. 

Seine 」 と出ていた (12).  Ⅰ arousse  uniVersel 』 

(1914 年以前の版 )  も同じで出生地は「 lVry-sur. 
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sejne 」であ った (13). そこで， この 2 種類のグロの 

出生地に関する 記述がきっかけとなり ，筆者はグロに 

関する調査を 本格的に始めた．結果は ， イヴリ・ スュ 

ル ・セーヌ市役所の デズネ 氏の協力によりフランス 外 

務省の資料の 方が正しいことが 分かった． 

なお， グロの日本での 仕事は，双述の『 日仏 修好通 

商条約』であ ったが，その 際同時に両国は「日本開き 

たる 港 々 にお ゐて仏 蘭画商 民 貿易章程」 7@lJ (14) と 

言う貿易協定を 結んだ． 内容は主に輸入品の 関税等の 

取決めであ った．関税は 後々まで何時も 問題になり， 

今日でもあ まり変わらない   

本稿が， フランスが日本に 最初に送り込んで 来た グ 

ロについて考察するのは ，国と国との 外交であ っても， 

外交官の活動を 抜きにしては 考えられないからであ る． 

グロ男爵の動向次第では 幕府との交渉に 大きなマイナ 

スの面も出たに 違いない． 資料を見ても 幕府側高官 

( 外国奉行 ) のグロの印象が 後の日 4 ム修好通商条約締 

結に際して少なからず 影響を与えたことが 分かる， 

2.  出生 

フランスの覚交使節ジャン・バチ ス @ ・ルイ・グロ 

は 1793 年 2 月 8  日 ( 寛政 4 年Ⅰ 2 月 28 日 )  に ェソ ンヌ 県 

(Essonne)  エヴリ (Evry)  で 父 ジョゼフ・アント 

アース (Joseph.Anloine),  母 アデライド・ウィ クト 

アール・デュマス ィ (Adela.ide-Wctoire Dumassy) 

の嫡子として 生まれた．父は A0 年もの永い間ブルボン 

公妃に忠実に 仕えた一人であ った (15). 

「 Pennant  qua ァ armtme  ans  mon  p 全 re  a  奄 t も am mach 七 烏合 

Son  Altesse  Serenissime  Manam  e  la  Duchesse  de 

Bourbon, et  seul de  ses  anciens  serviteurs  a  partag 奄 

son  ex Ⅱ elson  prison 口 

なお， 当時コ 二ヴリ はエヴリ・ スュル ・セーヌ 

(EVry  su,Seine)  と言っていた・ 

エヴリ市役所戸籍課の 出生証書 (acte  de 

naissance)  は次のようなものであ る (16). 

「 AuJourd,hui neuf  de  歴 vrier  Ⅵ I  sept  cent  quatre. 

vingt-treize@ 1 ， an@ deuxieme@ de@ la@ Republique@ franyaise 

a@ tro@@   heures@ apres ・ midi@ par@ devant@ moi@ Jerome 

Bourget ， membre@du@Conseil@ General@de@la@ Cornmune 

d ， Evry ・ sur-Seine@le@trois@fevrier@du@present@mois@pour 

dresser@ les@ actes@ destines@ a@ constater@ les@ naissances, 

manage@et@deces@ des@Citoyens@ est@comparu@en@la@Sal ， 

le@ publique@ de@ la@ Maison@ Commune@ Joseph@ Antoine 

Gros ， secretaire@ de@ Madame@ de@ Bourbon ， domicilie 

Faubourg@ Saint-@ Honore ，・・・ a@ declare@ a@ moi@ Jerome 

Bourget@ que@ Adelai ・ de@ Victoire@ Dumassy ， son@ epouse 

en@legitime@ manage,@ est@accouchee@hier@huitieme@jour 

du@present@mois@de@fevrier@a@une@heure@du@matin@dans 

la@ Maison@ de@ Campagne@ de@ Madame@ de@ Bourbon@ a 

Petit@ Bourg@ dependant@ de@ cette@ Commune@ d ， un@ en ・ 

fant@ male@ qu ， il@ m ， a@ presente@ et@ auquel@ le@ prenom@ de 

Jean@Baptiste@Lo ℡     s@ a@ ete@donne   

3.  来日前 

幕末に刊行されていたフランスの「イリュストラシ 

オン」紙はバロの 経歴を次のように 伝えている は 7). 

Le  baron  Gros  (Jean.Baptiste-Louis)  est  乙 ee  au. 

Ⅰ ourd,hui de  soixant<e ans environ.iI entlra  nans Ia  car. 

riere@ di   Ⅰ   matique@ en@ 1823.@ Premier@ secret8re@ de@ Ⅰ   

Legation@ du@ Mexique@ apres@ la@ revolution@ de@ Juillet ， 

puis@ charge@ d ， affaires@ a@ Bogota ， il@ remplit@ plusieurs 

missions  importantes,  notamment  dans  la  Plata  et  en 

Angleterre,@ ou@ il@ fut@ envoye@ en@ 1849@ a@ 1 ， occasion@ de 

1 ， expedition@de@Rome ， En@ 1850 ， il@se@rendit@a@ Athenes 

en@ qualite@ de@ commissaire@ mediateur@ et@ de@ ministre 

plenipotentiaire ， pour@ contribuer@ a@ regler@ le@ differend 

existant@ entre@ 1 ， Angleterre@ et@ la@ Grece ・ Plus@ tard ， le 

baron@Gros@fut@un@des@plenipotentiaires@nornrnes@ pour 

la@ delimitation@ des@ frontieres@ entre@ la@ France@ et@ 1 ， Es ・ 

pagnC@     apres@ de@ Ⅰ   ngues@ negoci   ti   ns ， un@ traite@ fut 

signe@a@Bayonne ， le@2@ decembre@ 1856 ， lequel@a@mis@fin 

a@ des@ difficultes@ qui@ attendaient@ une@ solution@ depuis 

des@ siecles ， Enfin ， le@ 6@ mai@ 1857 ， le@ baron@ Gros@ a@ ete 

charge@ de@ Ⅰ   misSon@ qu ， il@ vi   nt@d ， accomplir@ en@ Chine 

avec@ le@ ti   re@ de@ commi   sai   e@ extraordinai   e@ et@ des@ let   

tres@ de@ creance@ d ， ambassadeur ・ De@ concert@ avec@ Lord 

E Ⅰ   i   ， envoye@ ang Ⅰ   is ， il@ fut@ charge@ speC3ement 

d ， obteH     r@ satisfacti   n@ du@ meurtre@ d ， un@ missi   nn8     re 

fran@3s ， M ・ Chapdeleine ， meurtre@comrnis@en@ 1856.@ II 

est@probable@ qu ， il@ avait@ encore@d ， autres@ instructions;@ a 

1'egard@ de@ Elgin@ et@ de@ 1'Angleterre,@ cela@ est@ certain, 

comme@ on@ le@ voit@ par@ ce@ qu ， on@ a@ pu@ connaitre@ jus ， 

qu,icidesclausesdestraites. 

男爵の称号をバロが 受けたのは， 1829 年 2 月 19 日 

( 文政 12 年 1 月 17 日 ) (18) であ った． フランス覚務省 

の個人資料は 9) によるとグロの 略歴は次の通りであ 
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る ． グロが外交官生活に 入ったのは 1823 年 ( 文政 6 

年Ⅰのことで ， まず， グロは 7 月にポルトガルのリス 

ボンヘアッタ シェ として行った． 5 年後の 1828 年 7 月 

( 文政 ml 年 ) にはグロはエジプト 派遣使節日の 一員と 

してギリシア 人奴隷解放と 云う困難な任務を 命じられ 

/;@ (20) ， 

rRevenu@ a@ Paris@ avec@ M ， ・ de@ Mareuil ， M ． Gros@ a 

ete@ envoye@ en@ Egypte@ avec@ un@ credit@ de@ 700.000 

francs@ pour@ y@ racheter@ les@ esclaves@ Grecs@ qu'@@   a@ con ， 

duits@a@Egine@et@a@Poros ・ J 

1830 年 4 月 24 日 「文政 13 年 3 月 2 日 ) に外務省の定 

員外の書記官となったグロは ，翌年の 5 月 13 日 ( 天保 

2 年 4 月 2 日 ) にメキシコのフランス 公使館の一等書 

記官に任命されたが ， これはグロが 大臣に直訴した 結 

果 であ った． そこにもグロの 仕事への 情 執を読み取る 

ことができる (21  . 

「 Des  relations  diplomaliques  etant  a  la  ve Ⅲ e  d,etre 

etablies  entre  la  France  et  les  Etats  independants  de 

lAmerique  du  Sud, je viens  rappel(er  意 Volre  Excell- 

ence  la  parole  qu,elle  m,a  donn 台 ， et  Je  la  prie  de 

Vouloir  bien  m,env0yer  ゑ MeXique, comme  p,emie, 

sec, を tajredeL 色 gation. 」・ 

1838 年 2 月 ]6 日 ( 天保 9 年 ] 月 22 日 )  にグロはボゴ 

タのフランヌ、 公使館の代理公使 (Charg 奄 d. ㎡ faires) 

となった， パリ ヘ 帰ったのが 1844 年 @ 天保 15 年 @ なの 

で， グロは約 6 年間中南米コロンビアに 滞在した． 

その後グロは 1847 年 ( 弘化 3 一 4 年 ) までブエノス 

アイレスでフランス 特命全権 公使 ド ・リュルド (22) 

の下で働いた． 

ついで 1847 年 1 月 1 日 ( 弘化 3 年Ⅱ 月 15 日 ) から 

1848 年の 6  月 30 日 ( 嘉永元年 5  月 30 日 )  までグロは ア 

ルゼンチンのう・プラタに 外交使節の一員として 赴任 

した． 翌 1849 年 4 月 ( 嘉永 2 年 ) にはグロは一転して 

ローマ派遣に 関する交渉の 為にロンドン ヘ 使節として 

派遣された． 翌年の 1850 年 2 月 12 日 ( 嘉永 3 年 1 月 1 

日 ) にグロは特命全権 公使に昇格する (23). 

「 M. G,o,, Charg を d,affai,es  ゑ Bokota, est を le 、 ，を au 

grade@de@Ministre@Plenipotentiaire ・ J 

同日グロはイギリスとギリシアの 紛争を調停するた 

めに調停委員に 任命された (24). 」 M. Gros est nom- 

m 台 Com ㎡ SSaire  m さ diateur  de  Ia  R 色 pub 崎 ue  fran. 

@@ai   e@ pour@ aplan@@   les@ dificu Ⅰ   es@ survenus@ entre@ Sa 

MajeSt 目 a  Reine  du  Royaume  Uni de la  Grande Br 色 

tagneetd,I,landeetsaMajest さ delaG, さ ce. 」 

グロは， 1852 年 5 月 25 日 @ 永 5 年 4 月 7  日 )  に タ ・ ト 

務 大臣宛 だ 次のような誓約書を 提出している (25). 

「 Jeju,e  ob 伍 ssanI ゑ la  constitution  et la  fid さ lite  au 

P 氏 sidentdelaRepubIique. 」 

1853 年 7 戸 14 日 ( 嘉木 6 年 6 月 9 日 ) にグロは長年の 

問題になっていたフランス とス ベインの境界線画定の 

全権 委員となり， 1853 年 7 月 14 日の勅令には 次のよう 

に書かれている (26). 

「 A,ticle  l. M. leBa,on  G,o,, estnomm 色 not,e  pl さ ・ 

nipotentai   e@pour@la@demarcaton@de@la@fron Ⅰ     ere@entre 

laF,anceetl,Espagne. 」 

1857 年 5 月 14 日 ( 安政 4 年 4  月 21 日 )  にグロは中国 

派遣の特命全権 委員を拝命するが ， ここにグロとアジ 

r hWWWat@@@ (27) ． 

rNapoleon:@ Article@ 1"@Mr@ le@ Baron@ Gros ， Ministre 

pour@la@ demarcaton@de@ la@ fronTere@ entre@ la@ France@ et 

1 ， Espagne ， est@ nomme@ notre@ Comissaire@ extraordi   

n3     re@ en@ CHne@ Artic Ⅰ   2@ Notre@ Mi   istre@ f8t@ au@ Pa Ⅰ   is 

de Fonlainebleau le l4 Mai 1857 」 

仕口すべきことはこの 時の構成員に 中に後の日本派 

遣初代フランス 公使デュシェーヌ・ ド ・ベルクールが 

入っていたことであ る． このことが彼が 初代フランス 

公使として日本へ 来ることになることと 無関係とは思 

われない． グロが デュ シェーヌ・ ド ・ベルクールを 推 

薦したことも 十分考えられよう (28). 
「 Pe,sonnel de la M,,ion eXtrao,din ㎡ re en Chjn 。 

MM  le Baron Gros, Ambassadeu, eXt,ao,dinai,e 一 

Trait@ pour@ mois:@ 8,333.33f ・ Duchesnes@ de@ Bellecourt ， 

secretaire@ de@ V@ classe ， 1"@ Secretaire@ de@ la@ Mission; 

son@ trat@ de@ 1"@ Secret3re@ et@ par@ mos@ 900f ・ Gte@ de 

Coutades ， Secretaire@ de@ 3 。 "@ classe ， 2 。 "@ Secretaire@ de@ la 

Mission ， son@ trait@ de@ 3 、 ， Secretaire@ et@ par@ mois@ 900f   

Le@ Marquis@ de@ Moges ， Attache ， par@ mois@ 900@ f@ Le 

Mar4s@ de@ Tre Ⅴ     te@ @@   par@ rnos@ 900f ・ Le@ Comte@ de@ Ⅰ     

Tour@ Maubourg ， Attache ， par@ mois@ 900f ， Le@ Comte 

de@ Flavigny ， Attache@ en@ Gte@ de@ Secretaire@ particulier 

deM. le Baron Gros sans ㎞ demnjle 」 

なお， この表で見るとグロに 対する手当が 他の委員 

にくらべて異常に 高いが。 それは使節同派遣関係のあ 

らゆる費用を 含んでいたからであ った (29). 

「 An ㎡ cle l 。 ， 

Une allocation mensuelle de 8,333.33 est accordee 



68  (188) 横浜経営研究 第 X  Ⅳ 巻 第 2 号 (1993) 

a  M. le  Baron, Envoye  en  Chine, en  qua Ⅱ te  de  Com-  日 )  であ る   

missaire extraordinai   e ， Cette a Ⅰ   oca Ⅰ     on devra pour- 

voir aux depenses de toute nature de la mission con ， 

fiee 吉 M. le Baron Gros. 」 

Article@ 2 

Votre@ Ministre@ d ， Etat@ est@ charge@ de@ 1 ， execution@ du 

p 「 esen Ⅰ dec 「 et. 」 

4. 来日 

前述のようにバロのアジアでの 活動は 1857 年 ( 安政 

4 年 ) に始まる． 

フランスの中国派遣使節 団は ， 1857 年 5 月 27 日 ( 安 

政 4 年 5 月 5 日 ) にマルセイユではなく 南フランスの 

軍港トゥーロン 港を出発した (30). それはフリゲー 

ト 艦 「 L,Audacieuse 」に乗船したからであ る． 1857 

年 9 月 28 日 ( 安政 4 年 8 月 11 日 ) に一行はシンガポー 

ルに到着した (31). 約 半月後の 1857 年 10 月 14 日 ( 安 

政 4 年 8 月 27 日 ) にグロ一行はマカオ (Macao) に到 

着， つ し 、 で 同月 17 日 (30 日 ) に香港に着いた．その 主 

な目的はじわり る 「天津条約」 (32) の締結であ った． 

なお， この条約の正式な 名称は「 仏 中平和通商航海条 

約」で『 円 ctionnaire des ParlemenlairesJ (p. 262) 

の 「 Trait 台 de Ⅰ en.Tsin 」 ( 天津平和条約 ) という表 

記は正確さに 欠ける． 中国との間でトラブルがあ った 

後に作られたものであ るので平和条約という 印象が第 

一にあ るのも理解できるが ， フランス語の 表記は 

「 Trait 色 d,A ㎞ lie,deCommerceeldeNavigation 」で 

あ り， 42 条から成る条約に 通商問題の部分も 多いので 

平和条約だけという 表現では不十分であ ろう． 日本の 

場合も，フランスとの 間に何ら問題がなかったが「 日 

仏 平和修好通商条約」という 方がよいであ ろう． 

この時， グロと共に書記官として 同行した ギュ ス 

タ一ヴ ・デュシェーヌ・ ド ・ベルクール (33) は書記 

官の身分であ った． 

後に， この時のメンバ 一の中のコンタッド (De 

Conlades) とブ ラヴィニー (DeFIavieny) もグロ と 

共に来日した． 「 日仏 修好通商条約」関係の 資料は別 

のところにあ る 為か フランス覚務省の 記録の 

『 Correspondancepolitiqu 目には条約締結関係の 記載 

は無い． しかしグロが 条約締結のために 来日した当時 

の模様は「 L,IlIustration,journal unive,,el 」紙に若干 

記録されている (34). それに よ る と グロが静岡県の 

下田に着いたのは 1858 年 9 月 13 日 ( 安政 5 年 8 月 7 

Un@ traite@ de@ cornrnerce@ et@ d ， amitie@ a@ ete@ signe ， au 

norn@ de@ 1 ， Ernpereur ， par@ le@ baron@ Gros ， et@ au@ nom@ du 

souverain@ du@ Japon ， a@ Yeddo ， le@ 9@ octobre@ dernier   

Des@ complications@ imprevues@ semblaient@ devoir 

serieusement@ entraver@ cette@ negoCation ， L'Ern ， 

pereur@ vena@@   de@ mourir@ subitement,@ et@ on@ s'effor@ai   

d ， en@ cacher@ la@ nouvelle ・ De@ plus ， le@ cholera@ sevissait 

d'une@ maniere@ violente ， Malgre@ ces@ contre-temps,@ Ⅰ   

misSon@a@ ete@reyue@avec@ une@grande@bi   nveillance ， Le 

6@ septembre ，Ⅰ   baron@ Gros@ quitta@ Shang ・ HaY@pour@ se 

rendre@a@ Shimoda@ou@il@arriva@le@ 13.@ C ， est@la@qu ， eurent 

lieu@ les@ premiers@ pourparlers ， et@ que@ furent@ presentes 

les@ premieres@ objections@ au@ voyage@ des@ pleni- 

potentiaires@ durent@ ceder@ devant@ la@ persistance@ et@ la 

volonte@ fermement@ exp Ⅱ     mee@ du@ baron@ Gros ， et ， le@ 19 

au@ matin ， il@ partait@ pour@ Yeddo ・ Le@ 26@ septembre ， le 

baron@ Gros ， qui@ les@ jours@ precedents@ avait@ recus@ a 

bord@du@Laplace@les@six@ mandarins@charges@de@trailer 

avec@ lui ， debarqua@ a@ Yeddo@ et@ prit@ possession@ de@ la 

bronzeFe,@qu'il@ava@@   lui-meme@indiquee,@pour@en@fai   e 

sa@ residence ， Le@ lendemain ， apres@ les@ politesses@ d ， us ・ 

age,@ les@ divers@ compliments,@ etc ， ,@ les@ negociatons 

serieuses@ commencerent ， et ， au@ bout@ de@ cinq@jours ， la 

% 台 daction  du  traite, qui futsigne  le  g, etaitarre 主さ ，以 

下略 

1858 年 9 月 6 日 ( 安政 5 年 7 月 29 日 ) にフランスの 

軍艦「 leLaplace 」で上海を出発し 江戸には直ぐ 入 

れなかったため ，伊豆の下田に 13 日 (8 月 7 日 ) に到 

着 (35), 一週間後の 19 日 (8 月 13 日 ) に下田を出て 
26 日 (8 月 20 日 ) に江戸 ( 品川 ) に上陸したと 報じら 

れている． グロが江戸 湾 に入ったのは 19 日 (8 月 13 

日 ) ( 富津，横浜本牧沖経由 ) であ るが， その間グロ 

は，手続きに 手間取り 即 入港の許可が 出なかったため 

船上で上陸許可の 決定を待っていた． 幕府が江戸に 外 

回 船を来させたくなかったことも 事実であ った． 一方 

日本側の資料 (36) でグロの行動を 順に追って見ると 

次のようになる． 

1858 年 9 月 13 日 ( 安政 5 年 8 月 7 日 ), グロ一行が 

乗った軍艦「 ル ・ラプラス」が 軍艦「 ル ・プレジャ 

ン」 (Le P, さ gent) と共に下田に 入港， さらに続いて 

14 日 (8 日 ) に軍艦「 ル ・ シ ミ」 (Le R 台 i ㎞ ) が下田 

に入港した (37). 
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「安政五年戒 午 八月 セ 目 

今日下田 港へ仏 蘭画船工 捜翌 八日同一般トライ 互市 

条約取緒 江 不拝礼 願之為め 江戸近海へ 可廻旨 甲立使節 

ハジ ュ ワン バペティス グロ / カミと 盲船将はラフ 

ラス と言 」 

1858 年 9 月 21 日 (8 月 15 日 ), グロは外国奉行に 次 

のような書簡を 送り，来日の 目的が貿易協定締結にあ 

る事をはっきり 告げた (38). 

「 ワ レフランス ノ コーテイノシ セ ツナ リ， イマワレ 

モロコシノコークワン / ヒ トニアイ， ョ一 ジス マ、 ン ， 

コンニチ ヱドヘ マイリシナリ． コノコ トヲ， ゴ   タイ 

ローニ   ソグルヘ - ン ． ワ ン タイクントメン クワ イイタス 

クライフ， コーテイ ヨリウケテ マイリシナリ． マタニ 

ツ ホントフランスコクトシン ギヲムスビ ， ショーバイ 

ヲトケルタメチ リ． ソ / ヤク ソクハ ， オロ 、 ンヤコク ア 

メリカ コクナ ラビニエンケレスコクト 一ョ - ニ サ タメ 

ントオ モ フナ リ ． コト / ホカハ ， ナニ モ コイネガ フコ 

トナーン． ソレ ユヘニ   ソホン / タイクン， フランス / 

コーテイ / ネガ ヒヲタ マスク カ ナウベージトオモウナ リ   

ミギ / カドカドツッ 、 ン ンテネガフナリ」 

グロが外国奉行に 渡したナポレオン 三世の書簡 

(1857 年 8 月 4 日付 ) は次のような 内容であ ったが， 

そこには威圧的な 態度は殆ど見られなかった (39). 

特に貿易以覚にいかなる 目的も持たないことを 明確に 

述べていることに 注目する必要があ る   

「 ワ レナポレオン ， テンシュノ メ イアリテ， フラ 

( ン ) ス / タ イコク ノミナ、 ンシ カ タ ミノネガ ヒニ、 ン タ 

ガ ツテ ， フランス / クニ / テンカ ト、 ンテワ ン ノコノ カ 

キ シショウカン ヲコ ミ タムフヒトニ ， レイ，ドラマウシ 

マス・ ワ ン / ネガ ヒハ ， ワレニツ ポン / タイコク， フ 

ランスタイコク ， トモニアツクマジワリ タソモシ クア 

キナ ノ / ヤク ソクラ イ タ、 ンサ タメントオ モ フナラハ， 

ニッポン / コウ テ ィ モト ヨ リニン 、 ジ ヨウア   ソ クシテ ， 

マーン ワル ミチ ヲシリタ マフ ユヘ， ワ タクシ ノネ、 ガヒタ 

ルコトヲハ ， カテラスステ ラカズシテ， ョ ロシクラン 

トリモ ツイムダ サル ヘ - ン ， ソノココロ ニ、 ンタガツテ ケ 

イヤク ラ サダム ルコトハ，ニツ ホントフランス ノブ タ 

ッソ クニ / リトク ナルコトアレ ハ， ワシミツカラ / コ 

コロ サ、 シラシリサ トルカシコ クタツ トキ ヒトヲヱ ラビ 

タテ， ツカ ヘントセ 、 ン ， コレイカナルヤク ソ クライタ 

ーン サ タムルヒト チ リ． シカ レハクラヒ / ホメア ケラ ン 

タ ルコウカンニン / ウ チカラメグロ / カミト イ ブヒト， 

チヘソウメイチユ ウナ ル モノ チ リ． ワレカラグロ / カ 

ミハ ，モロコシ ヘシ セットナリテ ， ワ タクシ / タ テラ 

ルル タ / モシキツカヒヒトチ リ． グロ / カミハ ， ワレ 

カラョクイカナルイ キラ イ ヲウケサヅ ケラ ンテ ， ニッ 

ポン / タイクン ョリタテ タ％ウタ ツ トキ カミビトト モ 

ニ，サウタン ライタシテ ， ヨ クニッポントハ ( フ ) ％ 

ンセ ( ス ) ト / タメニ ナルケイヤク ラ サ タ ムル ベ、 ン ． 

、 ンカルニ 、 ンセ ツナ ニゴト ニモイカナルヤク ソクラ サ ダ 

メタルニウエ ハ， コノショーヤク / トヲリタ ガイ ニ マ 

モル ヘ、 ン ． コノショ カンハ ・ ワ ンカキシシコ カンナリ   

ソ / シ 一ウ コ / タメニ ， ワレツインバン ラ スエ 、 ンナリ 

天主降生一千 ノ "L" 百五十七年 ノ "L 月初 四日， 給 

フランス / コーテイノショカント ， コ / カタカナノ ワ 

ゲト ， スコ 、 ンモ ソーイナ、 ン 」 

ここで一つ興味をひくのは ， この日本語文を 作成し 

た フランス人通訳、 オ ー セン (X はオ ー ゼン又は オウ ザ 

ン ) という人物であ る． グロ使節と幕府の 条約締結に 

当たってこのフランス 人の働きは決して 小さくない． 

富田仁 氏は ， この人物は，パリ 外国宣教会の 神父でグ 

ロの通訳を務めた メルメ ・カションであ るとほぼ断定 

している (40). その根拠に当 吠 のことながら パ ル 

メ・カションが 通訳であ ったことや年齢の 一致， 名前 

の一致をあ げている． メル メ ・カションは ， 名前を 

EmmanuelEue さ neMermet-Cachon ( エマニュエル・ 

ウ、 ジ、 エーヌ ・メル メ ・カション ) と 言い 1828 年 9 月 11 

日の生まれであ った・ この Eugene ( ウ ジェー ヌ ) が ， 

オー ゼンという発音表記に 極めて似ているのであ る   

1858 年 9 月 20 日 ( 安政 5 年 8 月 14 日 ) に外国奉行が 

フランス船に 乗船したとき ， 日本語がわかる 者がいた 

と 次のように報告があ った (41). 

「石仏南西人定 内 ，博覧乞者多く 乗 込 ，和漢 Z 音韻二 

通し地理等も 能弁居候間，別段案内に 及下中言 之候 

由 」 

この通訳は 31 歳で，米国公使館員であ ったヒュー ス 

ケン (Heusken) より日本語に 通じていたと 言う記録 

もあ る (42). 

「日本通辞は オウザンと申 三治 老 歳にて和語は ヒユ 

スケンより十段もよろしく 御座候都市応接等閑 英と同 

新仏語 か 和語にて倒懸俳 被 下僚 様 中山 候間 守備ともに 

和語に 而 応接 相済 申し 候 」 

なお， フランス使節上陸に 際し町には次のような 

お 触れが出された (43)   

「一 町々桟敷を掛， 或ハ 高き研ニ登り 見物致し 候 

儀 ， 堅木 相成候 ， 



70@ (190) 横浜経営研究 第 x  Ⅳ 巻 第 2 号 (1993) 

一 W 豪商物 之儀 ，平常文通荒山直下 苦候 ， 

一 逗留 中 ， 火 Z 九等 之儀 ，利二人金町中條」 

しかし黒船来航の 時とは異なりフランス 船を見て 

驚く者が全くいなかったことが ， 報告されている 

(44). 

「海岸 W 々利ニ 物 静二面，人気動揺一切 無 御座候， 

此段 中上條以上」 

1858 年 9 月 23 日 ( 安政治 5 年 8 月 17 日 ), 幕府側は 

グロに会い，条約締結のために 全権 委員派遣を通告 

(45) した． そして， 1858 年 9 月 26 日 ( 安政 5 年 8 月 

20 日 ), グロは， 品川から上陸， 芝 愛宕下の真福寺に 

逗留 (46) した． 

「 仏南 西人夫 ル 甘口愛宕 下 真福寺へ上陸相戊申 候兼 

て 駕籠 界 人雇皮目中山元冠り 物致為趣 二八 候 得失 典 儀 

ハ難 相成旨 御講存亡 候虔何 成り 共 かむらせ 呉候 様に再 

三車立 候由 右に付き 御 評議の上 笠 なれば晴雨ともかむ 

らせ 苦ケ 開敷と御治定相 成 ‥Ⅰ 

1858 年 10 月 9 日 ( 安政 5 年 9 月 3 日 ), 外国奉行水 

野忠徳筑後年 (47), 同永井尚志玄蕃 守 (48), 同堀織 

郡王 兼 函館奉行 (49), 同岩瀬忠震肥後守 (50), 目付 

野 々  出 銀蔵 (51) ( 後の丹後手 ) がグロと真福寺で 会 

い， 日仏 修好通商条約 22 条と貿易章程 7 則に調印 (52) 

した   

「 其 証拠の為安政五千年九月三日江戸に 於て前に 戴 

たる両国の全権 化条約に名を 記し調印するもの 也 」 

大役を果たしたグロ 一行は 1858 年 10 月 H1 日 ( 安政 5 

年 9 月 5 日 ) に真福寺を引き 払った (53). 

「 ィム 蘭画手旅宿真福寺座敷 向其外 愛宕山より見下し 

候間 同音境内光之 方 高見へ参詣 Z 者参り不中條 様 真福 

寺へ御達 方之儀 先達 而 御達 候虔今 五日仏人旅宿訓腔 候 

に付‥Ⅱ 

1858 年 10 月 12 日 ( 安政 5 年 9 月 6 日 ), グロは軍艦 

3 隻と共に品川を 離れ，長崎へ 向かう (54). 

「今般 仏 南西より使節 差越 条約取緒 Z 懐中立 候 ニ付 

き英利吉志根合を 以 仮条約和成 昨 六日退帆軟便 此段 心 

得 相 遠候 石連句々に 可被相触候 」 

1858 年 10 月 13 日 ( 安政 5 年 9 月 7 日 ), 幕府は， フ 

ランスとの条約締結を 終え，グロ一行が 江戸を離れ帰 

固 したことを報じる (55). 

1858 年 10 月 16 日 ( 安政 5 年 9 月 10 日 ), グロ使節が， 

仏船 3 艦と 共に長崎に入港 (56) した．約一週間後の 

1858 年 10 月 22 日 ( 安政 5 年 9 月 16 日 ), グロ一行は ， 

長崎を離れ一路フランスヘ 伺 った   

以上の経過を 見るとグロは 日本に約 50 日いたことに 

なる． 

この日 仏 通商条約が大した 問題もなく両国の 間で締 

結されるに際して ，次に示すグロ 使節の幕府への 温和 

な態度も交渉の 促進に一役買っていた (57). 

「 防 今日仏人 之 応接 無 浦和清，只今一同退散に 相 成 

安心性 候 ．何も六 ケ 教養 無之 ． 人物は英 亜国 と違 ひ ， 

至て 温和柔和にて 対談振も丁寧に 御座候」 

また， フランス覚務省の 資料で見るかぎり ， グロは， 

度々手紙を大臣など 上司に手紙を 出し， 自分を売り込 

んでい る．それは，彼が 仕事に執心さの 為 なのか，仕 

事に自信があ るのか， またその他の 理由があ るのかこ 

こでは分からない ， グロが優秀で ，与えられた 仕事に 

対し忠実で全力を 出し切ることだけは ， ナポレオンの 

将軍宛の親書などからも 読み取れる． 

この条約締結に あ たって考えなければならないこと 

は，フランスが 中国との間で 結んだ「 仏中 修好通商航 

海条約」であ る． 時期， 内容から見て ， 「 日仏 修好通 

商条約」がこの 延長線上にあ ることはほぼ 明白であ る   

従って， 日本とフランスの 関係は，中国とフランスと 

の関係を理解することから 始める 必 、 要があ る・勿論， 

国と国との関係は ，必 らずしも同じではないことは 承 

知している． 

1858 年 9 月 20 日 ( 安政 5 年 8 月 14 日 ) にグロは上院 

議員となった (58)   

「 Article  l"" 

M ． le@ Baron@ Gros ， notre@ Commissaire@ extraordi ， 

nare@et@Penipotenti3re@en@Chine ， est@e Ⅰ   ve@a@ Ⅰ   d*   - 

n 竹台 de  S 色 nateur   

Article@ 2 

Votre@ Mi   i   tre@ d ， Etat@ est@ charge@ de@ 1 ， executi   n@ du 

presentnecret. 」 

( 次号に続く ) 

「 ぅ主 」 
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ジャン・バチスト・ルイ・バロ (1793-1870) について (1, ( 西堀 昭 ) (191)  7 Ⅰ 

てし る 「 Correspondance  cnnsulaire 」 せ ) 重要な資 

料 であ り， これは横浜開港資料館がマイクロフィ 

ルムとコピーを 所蔵 している． そのほか個人資料 

があ るが， これはフランスの 外交官の全てを 網羅 

しているので 日本の部分のみ 抽出することに 時間 

がかかり， まだ日本では 見ることができない・ 

2 まだ全てが出尽くしていない 本格的な人名辞典 

@ome g6, 1985). この辞典の完成時には ， フラン 

ス人に関するかなり 正確な情報が 人手可能となろ 

う ・ 『Ⅱ b,ai,ie Letouzey et An を， 丘 dig を pa, Ro- 

man d,Amal et R. Ⅱ mouzin.Lamo)lhe J 国立国 

会図書館参考図書室所蔵 ． この人名辞典にはバロ 

の出生地は「 Ivry-sur-Seine 」 (Val-cle-Marne) け 

ヴリ ・ スュル ・セーヌ，ヴァル・ ド ・マルヌ ) と 

書 かれている． これは明らかな 間違いで。 エヴリ 

が正しい． なぜならそこにグロの 戸籍はない． 間 

違いの原因は 多分フランス 語の綴り ( 筆 青 - 己体 ) の 

読み違いであ る． フランスの研究者でも 此の種の 

間違いがあ るので， 本稿では戸籍を 取り寄せるこ 

とで ミスを防いだ・ pp. 1315-6 

3 Tome4, pub 促 avant l914. 最近のものにはグロ 

は lRX 録されていないので 注意． 本稿は ， イヴリ   

ス ュル ・セーヌ市役所助役 ゼド ネ尺 (Monsieur.I. 

Zainner Ⅰの 御 教示による． ここに厚くお 礼申しあ 

tf   @> ・ rDplomate fran@ais ， ne en 1793 ， mort a 

Ivry ， sur ， Seine@ en@ 1870.@ Fi Ⅰ   d ， un@ employe@ de@ la 

maison@ de@ la@ duchesse@ de@ Bourbon ， il@ la@ suivit@ a 

1 ， etranger ， et@ entra@ dans@ la@ carriere@ diplomatique 

comme@ attache@ a@ Lisbonne@ (1822) ・ Envoye@ en 

Egypte en 1828 ， il fut charge ensuite de diverses 

missions:@au@Mexique@(1831);@a@Bokota@(1838);@a@la 

Plata@ (1848);@ en@ Angleterre@ (1849);@ a@ Athenes 

(1850) ・ Envoye@ en@ Chine@ en@ 1857 ， il@ signa@ en@ 1858 

le@traie@ de@Tien-TSn ， puts ， a@ Yedo,@ un@ traie@de 

commerce avec le Japon ・ Nomme senateur en 

1859 ， pu@@   ambassadeur@ pour@ negoci   r@ la@ paix 

avec@ la@ Chine ， a@ la@ suie@ de@ la@ guerre@ de@ 1860 ， il 

fut@ envoye@ comme@ ambassadeur@ en@ Angleterre 

(1862-1863)J 

4 Hoefer, Ⅳ・ 22. p. 170 

5 横浜開港資料館編集の 簡単な解説のあ る『イリュ 

ストラシオン 日本関係記事案第一巻』 を利用． こ 

こでの記事は ，「 LeMomiteur 」紙の記事の 引用・ 

現在 3 巻まで刊行 済 ( 非売品 ). この記事がグロに 

関しては最も 詳しい， 

6 上院の図書・ 資料部のグロに 関しての資料は ，刊 

本の資料のみであ るが，特に中国関係の 文献が多 

@ Ⅴ 

7 『日本覚交 史 辞典Ⅰ外務省外交史料館の 1993 年 ( 改 

定 ) 版 ．収録人数が 多 い ため全面的改定でな い の 

が残俳． 

8 『幕末維新辞典』 ( 古川弘文館 @ 1982 年 

9  『洋学史辞典 ]  ( 日蘭学会 )  1982 年 

l0  Seine et ()ise  と言う泉名は 現在はない． 

ll  Tome g6, p. 1315 

12  上院の図書・ 資料部のフィリップ・マルシアル 

(M, Ph Ⅲ ppe  Ma ㎡ al,  di,ecteur du  Ser ㎞ ce  de  la 

BibIioth さ que  et des  ArchiVes  du  S さ nat  @  ,  ド ミ一 "  - 

ック ・オブリ (Monsieur  Dominique  Aubry, 

、 dmini,tr"t 。 u,-"djoint@  両氏のご好意による・ 

13  イヴリ・ スュル ・セーヌ市役所の ゼド ネ尺 (T   

Zaidner@  提供 

14 横浜開港資料館所蔵 資料・『幕末維新覚交史料集 

成』覚務省蔵 版，維新史学会編纂第四巻 l. p. 

456-9. 「締盟各国条約 彙纂 』 pp. 305-15. 

rReg Ⅰ   ments@ sur@ les@ ports@ ouverts@ au@ commerce 

franCals 」 

15 フランス覚務省所蔵 グロ資料． N0 14. 「 40 年間， 

私の父はブルボン 公妃のために 働き， 秘書ではた 

だひとり彼女の 追放・投獄の 苦しみを分かち 合っ 

たのでした」 

16 この出生証書は ， イヴリ・ スュル ・セーヌ市役所 

助役の J. Zaidner 氏が筆者の為にわざわざグロの 

正確な出生地のエヴリを 探しだしてくださった 結 

果，幸運にも 人手できたものであ る・同氏のご・ な 子 

貢にあ らためて感謝する． 要旨「本日， 179.,@ 年 ・ 2 

月 9 日， フランス共和国替 2 年， 午後 3 時エヴ 

リ・ ス ュル・セーヌ 両市会メンバ 一であ り， 出生 - 

を確認する証書作成の 為に今月 2 日に選出された 

、 ジェローム・ブルジェに 対し ブルボン公妃の 書 

記でフォーブール・サントノ ン に住所を持ち 6 ケ 

月前から当市のプティ・ブール 在住のジョゼフ・ 

アントアース・バロが 市庁に出頭し‥．正式な 結婚 

による妻の アデ ライド・ヴィク ト アール・デュマ 

、 ン一 が当市で男児を 出産し その子にジャン   / ペ   

ティスト，ルイと 言う名前を付けた 事を届け出た 
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        私に与えられた 権 限に ょ 0 本証書を作成し 

子の父 ジ ョ ゼフ・アントアース・バロ ， 2 人の証 

人ジャン・バティスト・ミル ドと ルイーズ・マ 

l ノ -@  , テレーズ・バチルド・ドルレアンが 私と共 

に署名した．本証書は 市役所において 作成された」 

17@ fRecueil@ des@ articles@ de@ L ， lllustration ， journal 

unive,seI] p.27 ( 横浜開港資料館所蔵 資料『イリ 

ュストラシオン 日本関係記事案第一集Ⅲ 

18 フランス覚務省バロ 資料． N 。 l. 

1g  「 Dossie,  pe,sonnel 」 Volume  l53.Serie:Pe,sonneI 

dossier  P,em 億 ， e  S 台 ， ie.  Sous-s 台 ， ie  GROS,  Jean 

Baptiste  Louis.  合計 63 文書 

20  フランス覚務省所蔵 グロ資料． N 。 16.  「 ド ・マル 

イ ユと パリに戻ったバロは ， 700 ， 000 フランを携え 

エジプト ヘ 行った．それは ，ギリシア人奴隷を 開 

放するためであ った．彼らは ェ ジ ーヌや ポトス ヘ 

帰った．」 

21 フランス覚務省所蔵 グロ資料． N0 17. 「フランス 

と南アメリカの 独立国との外交関係が 間もなく 開 

かれるので，以前閣下が 私に下された 言葉を思い 

おこしていだきたく 存じます． 一等書記官として 

私をメキシコに 派遣くださるようお 願い申しあ げ 

ます」．文中の 言葉とは近く 任務につかせるという 

事を意味する． それは， グロが，一度仕事から 名 

前 をはずされ・ 定員外職員となった 事と関係があ 

るものと思われる． 

22 ド ・リュルド ニ De Lurde 

23 フランス覚務省所蔵 グロ資料 N 。 31   「 ボコタ の グ 

ロ ， フランス公使 俺 官代理公使は 全権 使節に任命さ 

れた．」 

24 所 注に 同じ． 「バロ氏は， 英国とギリシア 間起こ 

った様々の紛争を 解決するためにフランス 共和国 

の仲裁委員に 任命された．」 

25 「フランス覚務省所蔵 個人資料． N 。 33. 私はフラ 

ンスの憲法を 遵守 し 大統領に対して 忠実であ る 

ことを誓うものであ る．」 

26 フランス覚務省所蔵 グロ資料． N 。 34 「バロ氏は， 

フランスとスペイン 間の国境画定の 全権 委員に任 

令 された．」 

27 フランス覚務省所蔵 グロ資料． N 。 44 「第一条 

フランス・スペイン 国境画定使節バロ 男爵は中国 

派遣特命全権 委員に任命された．第二条 本文は ， 

1857 年 5 月 14 日にフォンテーヌ プ ロ一宮殿におい 
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1854 年 ( 安政元年 ) から長崎海軍伝習を 監督し 

1857 年に勘定奉行， 1853 年に外国奉行となり ， 

露 ・英・仏との 修好通商条約を 締結． 安政の大獄 

で 処分された後，再度登用され．戊辰戦争に 参加   

函館で降伏． 後に明治政府に 出仕した． ぱ近 現代 

史 用語辞典』安岡昭男 編 新人物往来社・ p.226) 

49 堀 織部 正 ( ホリ オリベノショウ ), 堀利煕 ) 二 

Ⅷ日本外交 史 』 T. 幕末外交一一開港と 維新一一 

鹿島守之助 p. 189 Ⅰ 

50 岩瀬忠震 ( イヮセ ダダナリ ) 二 1818-1861. 幕臣・ 

老中阿部正弘， 1819-1857) によって抜擢され ，ペ 

リー来航以後の 外交で活躍． 積極的に開国通商を 

主張．下田奉行の 井上活画 (1809-1867) と共に全 

権 委員となり， 日米修好通商条約調印．将軍継承 

問題で - 橋 派は つき， 安政の大獄で 処刑された． 

Ⅳ 近 現代用語辞典』安岡昭男 編 ．新人物往来社． 

p. 226 り 

51 野 々  山鉦 蔵 @ / ヤ マショウ ゾゲ ) 二軒々山菜 寛 

け 日本外川 1. 幕末外交   開国と維新 ) 

52 前掲『幕末維新覚交史料集成』 p.471. 「 日仏 貿易 

章程」 

53 前掲『幕末維新覚交史料集成Ⅰ p.462. 「真福寺見 

丁 シノ 義二行愛宕 m へ 参詣 制シ候虜 旅宿仏人引 払 

タル義二村外国奉行 ョリ 松平石 亮ヘソ連 」 

54 前掲『幕末維新覚交史料集成 J p.466. 「仏国使節 

ト 仮条約締結ニ 村 キ 大目付 ヘソ連 」 

55 前掲『維新史料綱要』 巻 3. p.57 

56 前掲『維新史料綱要』 巻 3. p.61 

57  『井伊 家 秘書集金 暴 J ( 鹿島守之助『日本覚史』 T. 

天外交   開国と維新・ p. 189) 

58 フランス覚務省所蔵 グロ資料． N0. 47 「中国派遣 

特命全権 委員グロ男爵は 上院議員に推挙された・ 

以下略」 

[ にしぼり あ きら 横浜国立大学経営学部教授 ] 


